
水俣病認定申請の棄却処分に対する抗告訴訟の新潟地裁 

判決に対する控訴の提起についての市長コメント 

 

 

本日、新潟市は水俣病認定申請棄却処分取消等請求事件（新潟水俣病第二次

抗告訴訟）の３月１２日新潟地方裁判所判決について、控訴いたしました。こ

の訴訟は本市の行った水俣病認定申請棄却処分について、原告の方々が処分の

取り消しと認定の義務づけを求めた内容のものです。 

法定受託事務として水俣病認定審査を実施している本市が訴えられたこと

から、この度の判断は、市民の命と健康を守るべき立場として誠に心苦しいも

のとなりました。 

 

水俣病の認定について、環境省の認定基準に従い行った行政処分と、司法の

判断に乖離が生じており、本市としては、水俣病の認定基準にあいまいな点が

あることがこの問題の根本原因ではないかと考え、制度所管省庁である環境省

との協議を重ねながら、慎重に検討を進めてまいりました。 

その結果、現時点において、環境省からは本市が要望する認定基準見直しの

検討については受け入れられず、また、法定受託事務は全国で統一的に行われ

るべきものであり、本市による独自運用は許容しない旨が示されました。 

そのため、本市が本判決を受容した場合において、新たな認定基準が示され

ない限り、今後の認定審査の継続が困難となり、被害者を救済することに支障

を来すという著しい混乱が生じかねない事態を憂慮するに至りました。 

また、環境省からは、今回の判決は上級審を含む同種の裁判における判断枠

組みと異なるとの見解の提示、法定受託事務の執行に当たっては統一的かつ安

定的な運用をすることの重要性への理解を求められたところです。 

 

本市ではこうした国の見解を踏まえ、新潟県とも協議を行い、総合的に検討

した結果、私としては、原告の方々を含め被害に苦しむ方々を巻き込むことに

なり誠に心苦しく思いますが、現在の認定基準とは異なる枠組みを示した本判

決を受容した場合の今後の認定業務への影響に鑑み、上級審への控訴を行わざ

るを得ないものと判断しました。 

詳細については今後の控訴審で述べてまいります。 
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